
大隅加工技術研究センターネットワーク会員の皆様，こんにちは。

メルマガをお届けします。

外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業の新商品開発等事業の案内について
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農林水産省「平成27年度外食産業等と連携した農産物の需要拡大対策事業」において，

新商品開発等の事業を行う外食・中食・加工事業者等の公募が開始されました（一部公募

開始前団体あり）。

※ 公募期間が短期間ですので御注意ください。

■概要：生産者等と複数年契約を締結する外食・中食・加工事業者等が国産農産物を活用

した新商品の開発や販路開拓等の取り組みを支援する

■対象農産物と公募実施団体：

（１）青果物（果実，野菜）：公益財団法人中央果実協会

（２）茶等工芸農作物（茶，こんにゃくいも等）：公益財団法人日本特産農産物協会

（３）いも類等甘味資源作物（かんしょ，ばれいしょ，いもでん粉，さとうきび，てんさ

い等）：公益財団法人日本特産農産物協会

（４）穀類（米）：公益社団法人米穀安定供給確保支援機構

（５）穀類（麦類）：一般社団法人全国米麦改良協会

（６）穀類（豆類）：一般社団法人全国豆類振興会：

■支援対象となる事業：新商品の開発・試作，新商品の製造等に必要な機械の開発・改良

等，新商品のプロモーション，原料原産地表示の促進

■事業者の要件：以下の（１）～（４）全ての要件を満たす必要があります。

（１）外食・中食・加工事業者等又は外食・中食・加工事業者等と行政等より構成する協

議会

（２）国産農産物を活用した新規性のある商品の開発等を行う事業者

（３）安定的に国産農産物（原材料）を供給できる生産者等との複数年の原料供給契約締

結

（４）本事業で製造した商品の「国産農産物使用」の旨の表示 等

■補助対象経費：個々の経費ごとに定めあり

※ 詳細は下記，農林水産省 HP に記載されている各団体ホームページの公募内容をご確
認ください

http://www.maff.go.jp/j/seisan/ryutu/syouhi/gaisyoku.html
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